
北上地区消防組合消防本部訓令第３号 

 

消防機関 

 

 北上地区消防組合消防職員貸与品貸与運用規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 

  平成25年３月29日 

北上地区消防組合消防本部      

消防長 髙 橋  修 

 

   北上地区消防組合消防職員貸与品貸与運用規程の一部を改正する訓令 

 

 北上地区消防組合消防職員貸与品貸与運用規程（平成24年北上地区消防組合消防本部訓令第５号）の一部を次のように改正す

る。 

改正前 改正後 

  



  

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 

附 則 

 この訓令は、平成25年４月１日から施行する。 


